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公民館等でのオンライン診療モデル事業の実証開始について 

 

県では、これまで県内のへき地診療所等において、患者の定期通院の一部をオンライン診

療で補完するモデル事業を実施し、その効果や課題について検証してまいりました。 

今年度新たに、国の規制緩和により診療所以外の場所でのオンライン診療が可能となった

ことを受け、公民館等における病院と病院患者をつなぐオンライン診療モデル事業を開始す

ることとなりましたので、お知らせします。 

当事業では各地域の実情に応じたオンライン診療の運用モデルを構築し、効果や課題の検

証を行います。 

当日の取材について御配慮くださいますようお願いいたします。 

 

記 

１ 実証開始日時 

  令和６年 10月 1日（火）15時 00分から ※取材受付は 14時 40分から 

 

２ 取材対応・撮影場所 

  大江町役場（西村山郡大江町大字左沢 882-1）３階３０３会議室 

 

３ 事業のポイント 

・ 国の規制緩和を受けた公民館等でのオンライン診療は県内初めてとなる。 

・ 患者自宅から近い場所で診療を受けられるため、身体的・心理的負担が少ない。 

・ 機器の操作は病院から派遣される医療従事者が補助するため、操作の負担が少ない。 

・ 有機ＥＬ照明や高画質のディスプレイを活用することで、医師が患者の顔色や患部を

より肉眼に近い形で診ることが出来るようにする。 

 

４ 取材について 

 取材を希望する場合は、別紙「取材申込書」を 9/27(金)17時までにご提出ください。 

 取材対応及び写真・映像の撮影は、すべて大江町役場で行います。医師への取材は、寒

河江市立病院からリモートにて行います。 

 ・放送・記事化にあたって患者の顔出しはお控えください。 

・カルテの撮影はお控えください。 

 

 

【問い合わせ先】 

健康福祉部 医療政策課 

課長補佐（総括・医務企画担当） 工藤 和久 TEL: 023-630-3172 

報道監 健康福祉部次長 菅原 正春   
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